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専用利用の調整基準 

 

都市公園規則等に規定する、申請受付の期間外に係る申請の取扱いと専用利用等の調整について、

次の基準により実施するものとする。 

 

（１）利用調整会議 

翌年度の利用に係る利用調整会議を行い、その調整結果に基づき、申請を受け付けること。利

用調整会議の実施時期は、市と協議の上定めること。 

 

（２）利用調整における留意点 

・利用調整の詳細な手順や基準等について、市と協議を行うこと。 

・競技場については、芝生の育成管理（「資料８ 芝生年間管理ガイドライン」参照）を考慮し

て年間・月間の使用可能日数を設定し、利用調整を行うこと。 

・競技場の芝生利用については、芝の維持管理や利用状況等を踏まえながら、原則として年間

９０日又は年間１３０コマ（４時間程度を１コマとする）程度を目安として、適切な利用に努

めること。 

・土、日、祝日については、原則として競技場・第２競技場を合算して、月に１日相当分以上

を利用調整によらない利用日として開放すること。 

・競技場と第２競技場の一体利用を除き、競技場において専用使用を行っているときには、第

２競技場は個人使用に供することを原則とする。 

・グラウンドについては、土曜日、日曜日及び祝日のうち、月に２日相当分以上、一般利用に

供すること。 

 

（３）利用調整の対象となる団体等 

広く市民を対象としたスポーツの振興のために行う行事で、次の団体が競技場等を利用する場

合を対象とする。 

＜競技場＞ 

団体の区分 調整の順位 

相模原市及び相模原市教育委員会 １ 

相模原市のホームタウンチーム（公式試合） ２ 

公益財団法人相模原市スポーツ協会及びこれに所属する団体 ３ 

相模原市中学校体育連盟 ４ 

指定管理者及びネーミングライツスポンサー ５ 

資料 ９ 
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   ＜第２競技場＞ 

団体の区分 調整の順位 

相模原市及び相模原市教育委員会 １ 

公益財団法人相模原市スポーツ協会及びこれに所属する団体 ２ 

相模原市中学校体育連盟 ３ 

指定管理者及びネーミングライツスポンサー ４ 

相模原市のホームタウンチーム（練習） ５ 

 

 

 ＜スポーツ広場・グラウンド＞ 

団体の区分 調整の順位 

相模原市及び相模原市教育委員会 １ 

公益財団法人相模原市スポーツ協会及びこれに所属する団体 ２ 

相模原市中学校体育連盟 ３ 

指定管理者及びネーミングライツスポンサー ４ 

 


